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転勤とは、被保険者の勤務する場所が、同一の事業主の一の事業所から他の事業所

に変更される場合をいいます。また、単なる出張や一時的な駐在は転勤に該当しませ

ん。

・ 提出書類･･････「雇用保険被保険者転勤届」

・ 提出期日･･････事実のあった日の翌日から 10 日以内

・ 提出先････････転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワーク

・ 持参するもの･･転勤前事業所に対し、すでに交付されている「雇用保険被保険者

資格喪失届・氏名変更届」

４ 被保険者が転勤したとき

雇用保険被保険者転勤届の記載例


